
原歯科医院（市が尾）の訪問歯科診療体制 
 

〇歯を大事にする・出来るだけ歯を抜かない・口腔内健康を保つなどで体力温存をはかる。 

〇健康保険・介護保険で診療受けられます（具体的には裏面参照） 

 希望があれば上質の材料を使用できます（この場合は自費になります、ご相談下さい。）

〇患者さん、家族の方とよく話し合いをします。 

（希望する治療の範囲をよく聞き費用の点も考慮して安心感とともに行う） 

〇患者様の健康状態に留意し、最新機器等を使用しながら体調管理に努める。 

 

移動式レントゲンなど最新機材も使用しながら診療します。 

 

スタッフ 

歯科医師 原 龍馬（院長） 松嵜さくら（非常勤） 

認定歯科衛生士 ますい えつこ（非常勤） 

歯科衛生士 長谷川、渡部、土方（各曜日ごと訪問スタッフ）  

薬剤師・器材管理・消毒 原信子 

院内 外来事務 浜野、白井 

事務 佐々木 龍夫（運転・連携事務） 

 



『1回の歯科訪問診療料の目安』 

（Ⅰ）居宅で歯科訪問診療を受ける場合 

 

自己負担 1割の場合目安として 1回の訪問診療において約 1500円～2500円かかります。 

 

 ＋        ＋       の３合算になります。 

 

歯科訪問診療料 治療費 ※ １ 指導費 ※ ２ 

1040 円 

在宅療養支援歯科診療所 

    及び 

かかりつけ医歯科医機能強化型

歯科診療所の場合は、加算点あ

ります。 

（平均して 200 円程度プラスで

す） 

約 500 円～1500 円 

（治療の内容により異なります。

義歯の修理や保存処理はこの中

に含まれます。） 

但し、クラウン・ブリッジ・義歯

（入れ歯）を新しく作る等の補綴

処置をする場合は、その費用が

別途かかります。 

外来（通院）診療とほぼ同額です

が加算されるものもあります。 

約 120 円～1000 円 

時間、内容、担当者（Dr、DH）

によって異なります。 

 

 

※   1 障害認定者や生活保護の場合は診療費（訪問診療料）及び治療費は無料です。 

※  2 介護保険を利用されている方の指導費は居宅療養管理指導費として介護保険が適用

されます。（Dr.の場合 507点（月 2回まで）D.H.の場合 355点（月 4回まで） 

 

尚、この居宅医療管理指導費は介護認定による介護度の限度額の枠外として利用でき、限度

額には含まれません。 
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